
 

【表紙】   

   

【提出書類】  有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】  関東財務局長

【提出日】  平成24年10月16日

【発行者名】  東京海上アセットマネジメント投信株式会社

【代表者の役職氏名】  取締役社長　　大場　昭義

【本店の所在の場所】  東京都千代田区丸の内一丁目３番１号

【事務連絡者氏名】  尾崎　正幸

【電話番号】  ０３－３２１２－８４２１

【届出の対象とした募集（売出）内国投資
信託受益証券に係るファンドの名称】

 大和マイクロファイナンス・ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資
信託受益証券の金額】

 上限　1,000億円

【縦覧に供する場所】  該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成24年５月23日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、記載
事項の一部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している
内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。
 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
（略）
④ファンドの特色

（略）
 

２ 投資方針
(2) 投資対象
＜訂正前＞
（略）

＜参考情報＞当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
ＤＷＭマイクロファイナンスファンドＪ－クラスＪ

形態 ルクセンブルグ籍会社型外国投資法人／円建て

運用方針 ファンドは、マイクロファイナンス分野の事業環境整備に貢献し、新興国や途上
国の経済発展を重視する国際開発機関の発行する債券（国際機関債）に分散投
資します。また、世界（主に新興国や途上国）のマイクロファイナンス機関（Ｍ
ＦＩ）のローン債権や社債等に投資することでＭＦＩの資金ニーズおよびファ
ンドの投資成果を満たすことを最大限追求します。対象となるＭＦＩは分散して
組み入れを行い、ＭＦＩの地域分散も積極的に図ります。なお、これらＭＦＩや国
際開発機関への投資にあたっては、原則とし、新興国や途上国の現地通貨で行い
ます。
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主な投資制限 ・国際機関債の投資割合には制限を設けません。
・ＭＦＩのローン債権、社債等への投資は、純資産総額の50％を超えないものと
します。

収益分配 収益等を勘案し、分配を行うことがあります。

存続期間 無期限

決算日 原則として毎年12月31日

申込手数料 なし

管理報酬等 ファンドの純資産総額に対し年率0.825％を乗じた額がファンドから投資顧問会
社に支払われます。また、ファンドの純資産総額に対し年率0.07％を乗じた額が
ファンドから管理会社に支払われます（ただし、その額が125,000米ドルに満た
ない場合は、125,000米ドルとします）。この他、ファンドは、ファンドの設立に係
る費用（上限2,000万円を60ヵ月間にわたり償却）、保管銀行報酬、組入有価証券
の売買委託手数料等の取引に要する費用、事務委託費用（年25,000ユーロ）、信
託財産に関する租税、監査報酬、法的費用、ＭＦＩローン債権・社債の第三者評価
機関への報酬等を負担します。

関係法人 管理会社：ドイツ銀行ルクセンブルグS.A.
保管銀行：ドイツ銀行ルクセンブルグS.A.
投資顧問会社：ＤＷＭアセット・マネジメントLLC.

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
（略）

 
＜訂正後＞
（略）

＜参考情報＞当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
ＤＷＭマイクロファイナンスファンドＪ－クラスＪ

形態 ルクセンブルグ籍会社型外国投資法人／円建て

運用方針 ファンドは、マイクロファイナンス分野の事業環境整備に貢献し、新興国や途上
国の経済発展を重視する国際開発機関の発行する債券（国際機関債）に分散投
資します。また、世界（主に新興国や途上国）のマイクロファイナンス機関（Ｍ
ＦＩ）のローン債権や社債等に投資することでＭＦＩの資金ニーズおよびファ
ンドの投資成果を満たすことを最大限追求します。対象となるＭＦＩは分散して
組み入れを行い、ＭＦＩの地域分散も積極的に図ります。なお、これらＭＦＩや国
際開発機関への投資にあたっては、原則とし、新興国や途上国の現地通貨で行い
ます。
有価証券の組入比率は50％超とすることを原則としますが、有価証券の組入比率
を大きく逸脱する場合には、投資顧問会社は運用上支障をきたさないように適切
に問題解決に向けて取組みます。なお、一部解約等により、長期間にわたって、有
価証券の組入比率が50％を下回ることがあります。

主な投資制限 国際機関債の投資割合には制限を設けません。

収益分配 収益等を勘案し、分配を行うことがあります。

存続期間 無期限

決算日 原則として毎年12月31日

申込手数料 なし

管理報酬等 ファンドの純資産総額に対し年率0.825％を乗じた額がファンドから投資顧問会
社に支払われます。また、ファンドの純資産総額に対し年率0.07％を乗じた額が
ファンドから管理会社に支払われます（ただし、その額が125,000米ドルに満た
ない場合は、125,000米ドルとします）。この他、ファンドは、ファンドの設立に係
る費用（上限2,000万円を60ヵ月間にわたり償却）、保管銀行報酬、組入有価証券
の売買委託手数料等の取引に要する費用、事務委託費用（年25,000ユーロ）、信
託財産に関する租税、監査報酬、法的費用、ＭＦＩローン債権・社債の第三者評価
機関への報酬等を負担します。

関係法人 管理会社：ドイツ銀行ルクセンブルグS.A.
保管銀行：ドイツ銀行ルクセンブルグS.A.
投資顧問会社：ＤＷＭアセット・マネジメントLLC.

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
（略）
 

３ 投資リスク
＜訂正前＞
（略）
２．その他の留意事項
（略）
(2) 外国投資証券が投資するローン債権について
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・当ファンドが主要投資対象とする外国投資証券（（2）において「ファンド」といいます。）は、ＭＦ
Ｉに対して直接融資を行います。ファンドが投資するローン債権は、当該融資契約の債権（金銭債
権）となります。
・当該融資契約はファンドとＭＦＩの相対契約であるため、そのローン債権を売却するためには、新た
に買い手を見つける必要があり、また、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常
に有利（売り手であるファンドにとって非常に不利）な条件となることが想定されることから、組入
ローン債権を途中売却することを極力回避する運営を行います。
・ファンドは、受益者のご換金請求に伴い、組入ローン債権を途中売却しなければ換金資金を準備でき

なくなる可能性が高まったと判断した場合などには、ファンドの換金の受付を中止します。これに伴

い、当ファンドのご換金請求の受付を中止することや取り消すことがあります。
ファンドは、受益者のご換金請求に伴う換金資金を、流動性がある有価証券（ローン債権は有価証券
ではありません）を売却することにより手当てします。ファンドは、原則として有価証券の組入比率
を50％超とすることとしていることから、当該比率が50％以下になる可能性が高まったと判断した場
合が、上記組入ローン債権を途中売却しなければ換金資金を準備できなくなる可能性が高まったと判
断した場合に該当します。

（略）
 
＜訂正後＞
（略）
２．その他の留意事項
（略）
(2) 外国投資証券が投資するローン債権について
・当ファンドが主要投資対象とする外国投資証券（（2）において「ファンド」といいます。）は、ＭＦ
Ｉに対して直接融資を行います。ファンドが投資するローン債権は、当該融資契約の債権（金銭債
権）となります。
・当該融資契約はファンドとＭＦＩの相対契約であるため、そのローン債権を売却するためには、新た
に買い手を見つける必要があり、また、買い手が見つかった場合でも、その価格は買い手にとって非常
に有利（売り手であるファンドにとって非常に不利）な条件となることが想定されることから、組入
ローン債権を途中売却することを極力回避する運営を行います。
・ファンドは、受益者のご換金請求に伴い、組入ローン債権を途中売却しなければ換金資金を準備でき

なくなる可能性が高まったと判断した場合などには、ファンドの換金の受付を中止します。これに伴

い、当ファンドのご換金請求の受付を中止することや取り消すことがあります。
（略）
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